
令和２年度第３回加東市水道事業及び下水道事業運営審議会 次第 

                   日時：令和２年１１月９日（月）午後２時００分～ 

                   場所：加東市役所 ２階 ２０１会議室 

１．開 会（14：00～） 

会長あいさつ（14：03～）

答申（14：05～） 

都市計画下水道事業受益者負担金のあり方について（答申） 

２．報告事項（14：15～） 

≪資料１≫「都市計画下水道事業受益者負担金のあり方について」の答申を踏まえて 

３．その他（14：50～） 

≪別 紙≫意見書について

       提出期限 令和２年１１月１６日（月） 

時 令和元年１１月２９日（金）午後２時～場 所  加東市役所 ３階 ３０１会議室 

４．閉 会（14：55～）



審議会役職 所　属　等 氏　　　名

会長 大阪商業大学 総合経営学部教授 梅 野 巨 利

近畿税理士会 社支部 小 倉 康

会長職務代理者 近畿税理士会 社支部 神 田 耕 司

加東市消費者協会 井 上 益 子

加東市区長会 山 本 貴 也

加東市商工会 吉田伊佐見

一般公募 村野ひろみ

一般公募 山 上 実 佳

加東市まちづくり推進市民会議
委員

村上加奈子

加東市総務財政部・部長 服 部 紹 吾

※区分単位で氏名５０音順（市職員選出委員を除く）、敬称略

氏　　　名

安 田 正 義

髙 瀬 徹

眞 海 秀 成

阿 江 英 俊

谷 垣 直 哉

北 島 恭 子

森 脇 茜

上下水道部工務課・課長

上下水道部管理課・副課長

上下水道部管理課・主事

上下水道部管理課・課長

第3条第2項3号
（一般公募に
よる市民）

第3条第2項4号
（その他市長
が必要と認め
る者）

市・出席者名簿

所属・役職

市　　　長

技　　　監

上下水道部・部長

加東市水道事業及び下水道事業運営審議会　委員名簿

区　　　分

第3条第2項1号
（学識経験を
有する者）

第3条第2項2号
（関係団体か
ら推薦された
者）
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表１ 受益者負担金・分担金制度の根拠法令 

「都市計画下水道事業受益者負担金のあり方について」の答申を踏まえて

１ 受益者負担金・分担金制度の変更  

(1)趣旨 

公共下水道区域外の１１処理区は、下水処理場統合整備事業の実施により、公共

下水道へ接続・統合し、公共下水道区域に編入することに伴い、受益者負担金・分

担金制度を変更します。 

なお、受益者負担金・分担金は、下水道を整備することによって環境の改善、利

便性や快適性の向上等の利益を受ける方に、整備事業費の一部を負担いただく部

分は共通していますが、表１のとおり徴収根拠となる法令が異なります。 

(2)公共下水道へ編入する処理区と受益者負担金・分担金の徴収根拠 

公共下水道へ編入する処理区と受益者負担金・分担金の徴収根拠は、表２のとお

りとなります。（３ページの加東市：生活排水処理計画図を参照） 

制度

受益者負担金 都市計画法第75条 都市計画事業として施行する下水道事業

分担金 地方自治法第224条 都市計画事業として施行されない下水道事業

根拠法令

事業 根拠法令 事業 根拠法令

上福田北部
上三草、牧野、吉

馬の各一部

上福田中部

上鴨川

下鴨川

秋津

川北

川南

少分谷

畑・廻渕・池

之内

上久米・下

久米

平木

コミュニティ・

プラント

公共下水道

流域関連

公共（加

古川上流

処理区）

処理区・処理区域

単独公共

（東条処

理区）

流域関連

公共（加

古川上流

処理区）

処理区・処理区域

編入前 編入後

上三草、山口、馬瀬の各

一部

吉井、小沢、栄枝、厚利、

松沢の各一部

下鴨川、平木の各一部

少分谷の一部

上三草、牧野、吉馬の各

一部

秋津の一部

東垂水、大畑、 藪の各

一部

上久米、下久米の各一部

平木の一部

畑、廻渕、池之内、上久

米の各一部

上鴨川、平木の各一部

都市計画法

第75条

都市計画法

第75条

都市計画法

第75条

地方自治法

第224条

地方自治法

第224条

地方自治法

第224条

小規模集合排

水処理

農業集落排水

上久米、下久米の

各一部

畑、廻渕、池之内、

平木の各一部

上三草、山口、馬

瀬、上鴨川、下鴨

川、平木の各一部

秋津、少分谷、吉

井、小沢、栄枝、

厚利、松沢、東垂
水、大畑、藪の各

一部

表２ 公共下水道区域へ編入する処理区と受益者負担金・分担金の徴収根拠法令 

-1-

資料１



表３ 単位負担（分担）金額を統一する場合の留意点 

(3)単位負担（分担）金額について 

単位負担（分担）金額を１平方メートル当たり５５０円に統一することによる受

益者負担金・分担金額の急激な増加を緩和するため、一定の間は、改正前と改正後

で算定した額を比較し、いずれか低い額とする特例措置を検討します。 

なお、改正前に負担金・分担金の徴収を猶予した土地等については、地域間の公

平性を優先して確保するため、改正後の新しい単位負担（分担）金額を適用します。 

(4)一括納付報奨金制度の廃止について

本制度を廃止する場合は、加東市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則

第１１条の規定を削除します。 

加東市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則 

事業 処理区 単位負担（分担）額 事業 単位負担（分担）額

社 580円/㎡

滝野 550円/㎡

東条 300,000円/1単位

上福田北部 350,000円/1単位

上福田中部 306,600円/1単位

上鴨川 350,000円/1単位

下鴨川 350,000円/1単位

秋津 272,590円/1単位

川北 175,680円/1単位

川南 243,870円/1単位

小規模集合排水処理 少分谷 300,000円/1単位

畑・廻渕・池之内 350,000円/1単位

上久米・下久米 338,000円/1単位

平木 350,000円/1単位

改正後改正前

コミュニティ・プラント

公共下水道

農業集落排水
公共下水道

550円/㎡

特例措置として、一定の間は、改正
前と改正後で算定した受益者負担
金・分担金を比較し、いずれか低い
額とする。
（激変緩和措置）

改正前に負担金・分担金の徴収を
猶予した土地に対しては、改正後
の新しい単位負担（分担）額を適用
する。
（地域間の公平性を優先確保）

(一括納付報奨金) 

第 11 条 受益者が条例第 6条第 5項により、当該納期の後の納期に係る金額の

負担金に相当する金額を併せて納付した場合においては、納期前に納付した

負担金額の 100 分の 0.5 に、納付前に係る月数(1 月未満の端数がある場合に

おいては、14 日以下は切り捨て、15 日以上は 1 月とする。)を乗じて得た額

(当該金額に 10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を当該受益

者に一括納付報奨金として交付するものとする。ただし、条例第 7 条若しく

は第 8 条第 2 項又は前条第 4 項の規定の適用を受けた負担金の一括納付につ

いては、この限りでない。 

※事業の区分は会計セグメント、処理区の表示は現行条例の別表に定める事業名によるもの 
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地方自治法第２２４条を根

拠法令とする分担金

都市計画法第７５条を根拠

法令とする受益者負担金

都市計画法第７５条を根拠

法令とする受益者負担金

 行政区域界

 公共下水道事業

 特定環境保全公共下水道事業

 農業集落排水事業

 小規模集合排水処理事業

 コミュニティ・プラント事業

凡　　例

※上記色塗りの区域以外は 小型合併浄化槽区域
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 意 見 書  

令和２年度第３回加東市水道事業及び下水道事業運営審議会

（R2.11.9 開催）に関する意見等 

委員名

資料№ ページ 意見等

別 紙



資料№ ページ 意見等

その他意見等

令和２年１１月１６日（月）までに提出いただけますようお願いいたします。 

■お問い合わせ・提出先 

〒673-1493 加東市社 50 番地 
加東市上下水道部管理課（庁舎３階） 
担当：北島 恭子 
TEL：0795-43-0533（直通） 
FAX：0795-43-0548 
E-Mail: jogesui-kanri@city.kato.lg.jp 


